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該当箇所 誤 正 

23ページ 

21～22行目 

喪失の日から原則として（ ② ）以内に任意継続被保険者となるた

めの申出をすることにより、引き続き最長で（ ③ ）、健康保険の～ 

喪失の日から原則として（ ① ）以内に任意継続被保険者となるた

めの申出をすることにより、引き続き最長で（ ② ）、健康保険の～ 

以上 


